
平成28年(2016年)8月29日 号外第 26号 金沢市公報 (毎月 3回 1日 11日 21日発行)
ゆ勢神前榊・.. 悌噌掛今扮勝骨榊9抑揚骨掛→均扮・桜榊・参加榊・.. 勝今妙扮・... ー減措今湖嚇... ゆ今劫扮骨 奇妙・参加榊・欄妙骨掛ゆ扮扮骨:

E特““争輔枠制特輯枠制枠帽特輯骨《艇←輔枠制仲輔枠制特例鍵争柑儒噌《特輯骨輔仲輔特輯枠輔特輯特併鍵争柑骨“輔・制

叩

号

所

附

ロ可

目

劇

役

…

‘‘，

8

1

4

剛

f

OJ

目

市

蜘

げ一

一

一

汀

沢

…

穿

o
n坂
』

区

間

外

洋

引

砿

玉

蜘

ロ可

抑

制

桁

何

…

平

千

金

発

問

。 目次

.公告

O予防接種を行うことについて
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予防接種法(昭和23年法律第68号)第 5条第 l項の規定によるB類疾病の予防接種を行うので、予防接種法施行令

(昭和23年政令第197号)第4条第 l項本文及び第 5条の規定により、次のとおり公告します。

平成28年 8月29日

金沢市長 山

l 予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲並びに予防接種を行う期間及び場所

野 之 義

予防接種の種類 予防接種の対象者の範囲 予防接種を行う期間 予防接種を行う場所

肺炎球菌感染症 (1) 平成28年4月1日から平成29年3月31日ま 平成28年8月29日から 別表のとおり

(高齢者がかかる での聞に65歳、 70歳、 75歳、 80歳、 85歳、 90 平成29年3月31日まで

ものに限る。) 歳、 95歳又は100歳となる者

(2) 60歳以上回歳未満の者であって、心臓、腎

臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウ

イルスによる免疫の機能に障害を有する者と

して予防接種法施行規則第 2条の 3に規定す

る者

2 予防接種を受けることが適当でない者

(1) 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で、当該予防接種を行う必要がないと認められるもの

(2) 明らかな発熱を呈している者

(3) 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者

(4) 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者

(5) 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状のみられた者

(6) 肺炎球菌感染症に係る予防接種にあっては、当該疾病に係る法第 5条第 l項の規定による当該予防接種を受け

たことのある者

(7) (1)から(6)までに掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

3 長期にわたる疾患のため予防接種の対象者であった聞に予防接種を受けることができなかった場合

肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の定期の予防接種の対象者であった者であって、当該予防接種

の対象者であった聞に、長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令で定めるものにかかったことその他の

厚生労働省令で定める特別の事情があることにより当該予防接種を受けることができなかったと認められるものに

ついては、特別な事情がなくなった日から起算して l年を経過する日までの問、予防接種を受けることができる。

別表

予防接種を行う 予防接種を行う主たる場所

医師の氏名 医療機関名 t血

加藤 日出治 加藤整形外科医院

加藤貴士

金沢市本江町8番18号
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